
109──高齢化社会の医療

は
じ
め
に

　
中
国
で
は
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
公
的
医
療
保

険
制
度
を
補
完
す
る
存
在
と
し
て
民
間
保
障
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
医
療
保
障
は
、
公
助
（
公
的
医
療
保
険
）
を
主
と

し
な
が
ら
も
、
自
助
（
市
場
に
お
け
る
民
間
保
険
会
社
、
相
互
会

社
、
金
融
資
産
な
ど
）、
共
助
（
家
族
や
近
隣
者
の
助
け
合
い
）
の

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
体
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
中
国
社
会
で
デ
ジ
タ
ル
化
が
急
速
に
進
み
、
経
済
や
社

会
の
環
境
が
大
き
く
変
容
す
る
中
で
、
医
療
保
障
の
あ
り
方
も
変

わ
っ
て
い
る
。
電
子
商
取
引
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン

グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
を
主
力
と
す
る
異
業
種
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
マ
ー
が
新
た
に
医
療
保
障
分
野
に
進
出
し
て
い
る
。
加
え

て
、
こ
れ
ま
で
民
間
医
療
保
険
の
加
入
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
高

齢
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
医
療
保
障
プ
ラ
ン
を
投
入
す
る
な
ど
、
金

融
弱
者
を
包
摂
す
る
役
割
も
持
ち
始
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う

い
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
提
供
す
る
医
療
保
障
プ
ラ
ン
は
保

険
商
品
と
は
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
契
約
者
保
護
な
ど
課
題
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
金
融
事
業
へ
の
規
制
が
急
速
に
強
化
さ

れ
る
中
で
、
民
間
保
険
市
場
、
オ
ン
ラ
イ
ン
金
融
事
業
が
高
齢
者
な

ど
金
融
弱
者
を
ど
の
よ
う
に
包
摂
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
分
析

す
る
。
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齢
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一
　
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化
と
そ
れ
を
支
え
る
医

療
保
障
の
整
備

㈠
　
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は 

一
〇
年
間
で
四
八・六
％
増
加

　
中
国
で
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
中
国
国
家
統
計
局
は
二
〇

二
一
年
五
月
一
一
日
、
第
七
回
国
勢
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
そ
の
概

要
を
公
表
し
た
。
中
国
で
は
一
〇
年
ご
と
に
国
勢
調
査
を
行
っ
て
い

る
。

　
総
人
口
は
こ
の
一
〇
年
間
で
五
・
四
％
増
え
、
一
四
億
一
一
七
八

万
人
と
な
っ
た
。
年
齢
別
の
構
成
割
合
に
つ
い
て
は
、
〇
〜
一
四
歳

が
一
七
・九
五
％
（
一
〇
年
前
よ
り
構
成
割
合
は
一
・三
五
ポ
イ
ン
ト

上
昇
）、
一
五
〜
五
九
歳
が
六
三
・
三
五
％
（
六
・
七
九
ポ
イ
ン
ト
減

少
）、
六
〇
歳
以
上
（
中
国
で
は
六
〇
歳
以
上
が
高
齢
者
と
な
る
）

が
一
八
・七
％
（
五
・四
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
を
占
め
た
。
労
働
の
中

核
と
な
り
、
経
済
成
長
や
社
会
保
障
財
政
を
支
え
る
一
五
〜
五
九
歳

の
生
産
年
齢
人
口
は
、
こ
の
一
〇
年
間
で
四
・
八
％
減
少
し
、
八
億

九
四
三
八
万
人
と
な
っ
た
。
中
国
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
生
産
年
齢

人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
以
降
、
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
一
方
、
六

〇
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
一
〇
年
間
で
四
八
・
六
％
増
と
大
幅
に

増
加
し
、
二
億
六
四
〇
二
万
人
と
な
っ
た
。

　
平
均
寿
命
も
年
々
延
び
て
お
り
、
一
九
八
一
年
の
六
七
・
七
七
歳

か
ら
二
〇
一
九
年
で
は
七
七
・
三
歳
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
出
生
率
は
低
下
し
て
い
る
。
中
国
は
二
〇
一
六
年
に
一
人
っ
子

政
策
か
ら
二
人
っ
子
政
策
に
移
行
し
た
が
、
そ
の
効
果
は
表
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
状
態
で
あ
ろ
う
。
人
口
一
〇
〇
〇
人
あ
た
り
の
出

生
数
を
示
す
出
生
率
に
つ
い
て
は
一
〇
・
四
八
‰
（
二
〇
一
九
年
）

と
最
低
を
更
新
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
二

〇
年
、
一
人
の
女
性
が
一
生
の
間
に
何
人
の
子
を
産
む
か
を
表
す
合

計
特
殊
出
生
率
は
一
・三
と
日
本
（
一
・三
四
）
以
下
と
な
っ
た
。
一

世
帯
あ
た
り
の
平
均
人
数
は
二
・
六
二
人
と
三
人
を
割
り
込
む
状
態

と
な
り
、
今
後
、
中
国
は
総
人
口
自
体
が
減
少
す
る
時
代
に
突
入
す

る
。
二
〇
二
一
年
五
月
三
一
日
、
中
共
中
央
政
治
局
は
第
三
子
の
出

生
を
認
め
る
方
針
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
も
高
齢
化
を
国
家
戦
略
と

す
る
政
策
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
、
出
生
率
の
低

下
と
平
均
寿
命
の
伸
長
が
同
時
に
進
行
し
、
生
産
年
齢
人
口
を
中
心

と
し
た
若
年
層
の
構
成
比
が
低
下
、
高
齢
者
の
構
成
比
が
と
も
に
増

加
す
る
と
い
う
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。

㈡
　
同
時
進
行
の
社
会
保
障
整
備

　
欧
米
諸
国
や
日
本
な
ど
で
は
高
齢
者
に
つ
い
て
六
五
歳
以
上
を
一

つ
の
規
準
と
し
、
全
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
数
の
割
合
（
高
齢
化

率
）
の
国
際
比
較
も
み
ら
れ
る
。
六
五
歳
以
上
の
人
口
が
、
全
人
口

に
対
し
て
七
％
を
超
え
る
と
「
高
齢
化
社
会
」、
一
四
％
を
超
え
る

と
「
高
齢
社
会
」、
二
一
％
を
超
え
る
と
「
超
高
齢
社
会
」
と
さ
れ
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て
い
る
。
そ
の
基
準
に
基
づ
く
と
中
国
の
二
〇
二
〇
年
の
高
齢
化
率

は
一
三
・五
％
と
な
っ
て
お
り
、現
在
は
「
高
齢
化
社
会
」
に
あ
る
。

　
国
際
連
合
に
よ
る
と
、
中
国
は
二
〇
二
五
年
に
高
齢
社
会
、
二
〇

三
六
年
に
超
高
齢
社
会
を
迎
え
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
高
齢
化
の

進
展
の
ス
ピ
ー
ド
を
示
す
指
標
と
し
て
、
高
齢
化
率
が
七
％
か
ら
一

四
％
に
達
す
る
期
間
（
倍
化
年
数
）
に
つ
い
て
、
中
国
は
日
本
と
同

じ
二
四
年
、
一
四
％
か
ら
二
一
％
に
達
す
る
期
間
は
一
一
年
（
日
本

は
一
三
年
）
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
更
に

加
速
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
国
際
連
合
の
推
計
に
よ
る
と
、
中
国
の
総
人
口
は
二
〇
三
〇
年
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
以
降
減
少
に
転
じ
る
。
二
〇
二
〇
年
を
起
点
に
、

前
後
五
〇
年
の
人
口
を
示
し
た
の
が
図
１
と
な
る
。

　
例
え
ば
、
五
〇
年
後
の
二
〇
七
〇
年
に
人
口
は
お
よ
そ
一
二
億
人

と
な
り
、
こ
の
人
口
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
あ
る
の
は
一
九
九
〇
年
ま

で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
人
口
規
模
は
八
〇
年
前
に
戻
る
が
、
高
齢
化

率
は
一
九
九
〇
年
の
五
・七
％
か
ら
二
九
・九
％
と
三
人
に
一
人
が
六

五
歳
以
上
と
い
う
社
会
に
変
容
す
る
。
し
か
も
、
今
回
の
国
勢
調
査

で
、
高
齢
化
の
進
展
、
総
人
口
の
減
少
は
更
に
前
倒
し
に
な
る
と
予

測
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、
急
速
に
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
中

で
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
保
障
制
度
の
整
備
に
費
や
す
時
間
は
限
ら

れ
て
お
り
、
既
存
の
公
的
医
療
保
険
制
度
、
年
金
制
度
を
持
続
可
能

な
制
度
に
整
備
し
な
が
ら
、
介
護
保
険
の
全
国
導
入
を
目
指
し
て
い

る
状
況
に
あ
る
。

0

5

10

15

20

25

30

35

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

人口
（百万人）

高齢化率

65歳以上
15–64歳
0–14歳
高齢化率(右目盛）

2001年
高齢化社会
（７％）

2025年
高齢社会

（14％/予測）

2036年
超高齢社会
（21％/予測） （％）

図１　中国の人口構成の推移（1970‒2070年）

出所：UN, World Population Prospects The 2019 Revision.



112

㈢
　
少
子
高
齢
化
と
医
療
保
障
に
お
け
る 

福
祉
ミ
ッ
ク
ス
体
制

　
急
速
な
少
子
高
齢
化
を
前
に
、
公
的
医
療
保
険
制
度
を
ど
う
持
続

し
、
医
療
保
障
体
系
を
整
備
し
て
い
く
の
か
。
中
国
で
は
、
公
助
、

自
助
、
共
助
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
社
会
保
障
制
度
を
持
続
可
能

な
も
の
に
す
る
と
い
う
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
体
制
を
と
っ
て
い
る
﹇
澤
田 

2018

﹈。

　
社
会
保
障
の
中
核
を
成
す
社
会
保
険
に
つ
い
て
も
、
二
〇
一
〇
年

に
制
定
さ
れ
た
中
国
社
会
保
険
法
の
第
一
章 

総
則
の
第
三
条
に
お

い
て
、「
社
会
保
険
制
度
は
、
広
く
普
及
さ
せ
、
基
本
を
保
障
し
、

多
層
的
な
構
造
、
持
続
可
能
と
い
う
方
針
を
堅
持
す
る
。
社
会
保
険

の
水
準
は
、
経
済
社
会
の
発
展
水
準
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
中
国
の
社
会
保
険
は
、
公
助
、
自

助
、
共
助
と
い
っ
た
多
層
的
な
構
造
を
も
ち
、
広
く
普
及
を
さ
せ
る

も
の
の
、
公
的
な
給
付
に
つ
い
て
は
基
本
的
な
部
分
に
止
め
、
そ
れ

を
自
助
や
共
助
が
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
続
可
能
な
社
会
保
険

制
度
―
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
体
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
公
的
医
療
保
険
制
度
（
公
助
）
に
つ
い
て
は
、
生
産
年
齢
人
口
を

中
心
と
し
た
現
役
世
代
が
納
め
る
保
険
料
を
中
心
に
、
財
政
補
填
な

ど
を
加
え
た
上
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
生
産
年
齢
人
口
が
更

に
減
少
し
、
高
齢
者
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
医
療

費
支
出
の
増
加
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
公
的
医
療

保
険
な
ど
社
会
保
険
は
財
政
を
通
じ
て
所
得
の
再
分
配
を
実
現
し
て

い
る
が
、
そ
の
財
政
自
体
も
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　
特
に
、
習
近
平
政
権
以
降
、
国
の
財
政
赤
字
は
拡
大
し
続
け
て
い

る
。
日
本
の
場
合
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
税
収
の
減
少
に
よ
っ
て
歳

出
と
歳
入
の
開
き
（
赤
字
）
が
拡
大
し
、
そ
れ
を
国
債
の
発
行
で

賄
っ
て
お
り
、
そ
の
要
因
の
一
つ
が
社
会
保
障
に
関
す
る
経
費
の
増

加
と
さ
れ
て
い
る
﹇
財
務
省 2020

﹈。
一
方
、
中
国
が
採
っ
た
策

は
、
社
会
保
障
の
経
費
を
主
目
的
と
し
た
国
債
の
発
行
で
は
な
く
、

自
助
分
野
に
属
す
る
民
間
保
険
の
積
極
的
な
活
用
の
促
進
で
あ
る
。

ま
た
、
国
務
院
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
に
「
医
療
保
障
制
度
改
革
の

深
化
に
関
す
る
意
見
」
に
お
い
て
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
、
公
的
医

療
保
険
、
医
療
救
助
を
基
礎
に
、
民
間
保
険
の
機
能
を
強
化
し
な
が

ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
寄
付
、
相
互
扶
助
と
い
っ
た
中
間
団
体
の
機
能
を
含

め
た
福
祉
ミ
ッ
ク
ス
体
制
を
構
築
す
る
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
公

的
医
療
保
険
も
社
会
保
険
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
給
付
は

基
本
的
な
部
分
に
と
ど
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
視
点
か
ら
も
、
公
的

医
療
保
険
で
の
給
付
以
上
の
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
な
ど
に

つ
い
て
は
、
民
間
の
保
険
商
品
で
の
補
完
（
自
助
）
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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二
　
公
的
医
療
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
は
ど
う
か

㈠
　
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
高
齢
者
優
遇

　
で
は
、
ま
ず
、
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
現
役
世
代
と
高
齢

者
世
代
の
負
担
と
給
付
の
状
況
を
確
認
し
て
み
る
。
中
国
で
は
、
都

市
部
の
就
労
者
（
都
市
職
工
基
本
医
療
保
険
）
と
、
都
市
部
の
非
就

労
者
と
農
村
部
住
民
（
都
市
農
村
住
民
基
本
医
療
保
険
）
が
加
入
す

る
公
的
医
療
保
険
制
度
が
峻
別
さ
れ
て
お
り
、
負
担
と
給
付
も
異
な

る
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
公
的
医
療
保
険
制
度
は
各
市
単
位

で
分
立
し
、
更
に
負
担
も
給
付
内
容
も
異
な
る
都
市
の
就
労
者
と
農

村
部
の
非
就
労
者
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
制
度
が
地
域
で
分

断
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
制
度
が
な
い
た
め
、
以
下

で
は
北
京
市
の
就
労
者
を
対
象
と
し
た
公
的
医
療
保
険
制
度
を
例
に

挙
げ
て
み
て
み
る
。
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
と
給
付
の
状

況
に
お
け
る
、
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
役
世
代
が
医
療
保
険
料
を
支

払
う
の
に
対
し
て
、
定
年
退
職
者
で
、
定
年
退
職
前
ま
で
に
男
性
は

二
五
年
以
上
、
女
性
は
二
〇
年
以
上
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、

基
本
医
療
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
、
高
額
医
療
費
用
互
助
保
険

料
の
三
元
（
月
額
）
の
納
付
の
み
に
大
幅
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

　
都
市
部
の
就
労
者
の
現
役
世
代
の
保
険
料
は
雇
用
主
と
従
業
員
の

労
使
折
半
で
は
な
く
、
雇
用
主
の
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
。
雇
用

主
は
基
本
医
療
保
険
料
と
し
て
、従
業
員
の
賃
金
総
額
の
九
・八
％
、

加
え
て
、
高
額
な
医
療
費
の
給
付
に
充
て
ら
れ
る
高
額
医
療
費
用
互

助
保
険
料
と
し
て
従
業
員
の
賃
金
総
額
の
一
％
を
納
付
す
る
。
一

方
、
従
業
員
は
基
本
医
療
保
険
料
と
し
て
前
年
の
本
人
の
平
均
賃
金

の
二
％
と
、
高
額
医
療
費
用
互
助
保
険
料
と
し
て
三
元
を
納
付
す

る
。
た
だ
し
、
都
市
部
の
就
労
者
の
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
い

て
、
医
療
保
険
料
の
算
出
は
、
賃
金
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
納
付
を
算
出
す
る
上
で
の
基
数
（
前
年
の
平
均
給
与
）
に
上
限

と
下
限
を
設
け
て
い
る
。
医
療
保
険
料
は
、
従
業
員
の
賃
金
の
多
寡

に
応
じ
て
保
険
料
負
担
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
所
得
の
高
い
者
か
ら

低
い
者
へ
の
再
分
配
の
機
能
、
ま
た
、
条
件
を
満
た
し
た
定
年
退
職

者
は
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
現
役
世
代
か
ら

高
齢
者
世
代
へ
の
世
代
間
の
再
分
配
機
能
も
発
揮
し
や
す
い
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
。

　
給
付
に
つ
い
て
は
、
現
役
世
代
は
か
か
っ
た
医
療
費
・
受
診
病
院

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
自
己
負
担
割
合
分
を
支
払
う
こ
と
に
な
る

が
、
高
齢
者
世
代
の
自
己
負
担
割
合
は
現
役
世
代
の
半
分
と
規
定
さ

れ
、
高
齢
者
世
代
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

北
京
市
の
場
合
、
患
者
が
全
額
支
払
う
必
要
の
あ
る
免
責
額
に
つ
い

て
、
通
院
の
場
合
は
年
間
一
八
〇
〇
元
、
入
院
は
一
三
〇
〇
元
と
比

較
的
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
免
責
額
を
超
え
た
部
分
が
給
付
対
象

と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
給
付
に
も
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
通
院
は
年
間
二
万
元
ま
で
、
入
院
に
つ
い
て
は
五
〇
万
元
ま
で

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
〇
万
元
以
上
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
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ま
た
は
自
身
が
加
入
し
て
い
る
民
間
保
険
に
よ
る
補
填
と
い
う
自
助

に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
通
常
、
公
的
な
医
療
保
険
の
場
合
、
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
医

療
サ
ー
ビ
ス
は
保
険
料
の
額
や
そ
の
納
入
期
間
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
医
学
上
の
必
要
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
と
い

う
必
要
原
則
の
方
が
貢
献
原
則
よ
り
も
優
位
と
さ
れ
て
い
る
が
﹇
武

川 2011: 56 ‒57

﹈、
中
国
の
場
合
は
給
付
に
厳
し
い
制
限
を
設
け
る

な
ど
必
ず
し
も
必
要
原
則
が
優
位
な
状
況
と
も
言
い
切
れ
な
い
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

㈡
　
医
療
給
付
と
財
政
支
出

　
社
会
保
障
の
給
付
は
、
中
央
政
府
や
地
方
政
府
の
会
計
か
ら
財
政

支
出
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
（
例
え
ば
生
活
保
護
）
と
主
と
し
て

社
会
保
険
制
度
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
（
例
え
ば
年
金
や
医
療
）

と
が
あ
る
﹇
武
川 2011: 108

﹈。
公
的
医
療
保
険
は
社
会
保
険
を
通

じ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
給
付
は
財
政
か
ら
の
支
出
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
医
療
に
つ
い
て
は
そ
の
他
の
社
会
保
険
と

同
様
に
財
政
か
ら
の
支
出
が
急
増
し
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
は
中
国

の
財
政
支
出
の
七
・
〇
％
を
占
め
る
に
至
っ
た
。

　
二
〇
一
九
年
の
全
国
一
般
公
共
予
算
（
日
本
の
「
一
般
会
計
」
に

相
当
）
は
、
財
政
収
入
は
前
年
比
三
・
八
％
増
の
一
九
兆
三
八
二
二

億
元
、
一
方
、
支
出
は
前
年
比
八
・
一
％
増
の
二
三
億
八
八
七
四
億

元
と
な
っ
た
。
収
入
と
支
出
の
差
で
あ
る
単
年
度
収
支
は
赤
字
と

な
っ
て
お
り
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
二
・
八
％
に
拡
大
し
た
。
中
国
の
財

政
運
営
は
特
に
習
政
権
以
降
、
収
支
が
悪
化
し
続
け
て
お
り
、
年
々

財
政
赤
字
が
拡
大
し
て
い
る
。

　
社
会
保
険
や
福
祉
な
ど
社
会
保
障
制
度
を
運
営
し
て
い
く
上
で
の

経
費
は
社
会
保
障
関
係
費
と
呼
ば
れ
る
。
中
国
の
社
会
保
障
に
は
、

社
会
救
済
（
社
会
扶
助
）、
社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
務
員
保

障
、
軍
人
保
障
、
住
宅
補
助
（
い
ず
れ
も
都
市
部
の
就
労
者
を
対

象
）
が
挙
げ
ら
れ
る
﹇
沈
・
澤
田 2016: 

25
﹈。
財
政
部
が
公
表
し

て
い
る
中
国
の
一
般
公
共
予
算
支
出
の
費
目
で
、
社
会
保
障
に
該
当

す
る
も
の
に
は
大
き
く
分
け
る
と
「
社
会
保
障
・
就
業
費
」（
社
会

救
済
、
社
会
福
祉
、
軍
人
保
障
、
医
療
・
出
産
育
児
を
除
く
社
会
保

険
が
該
当
）
と
「
衛
生
・
健
康
費
」（
医
療
・
出
産
育
児
保
険
、
そ

の
他
衛
生
費
用
な
ど
が
該
当
）
に
分
類
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
医
療
関

連
と
し
て
「
衛
生
・
健
康
費
」
に
着
目
す
る
。

　
二
〇
一
九
年
の
衛
生
・
健
康
費
は
、
前
年
比
六
・
七
％
増
の
一
兆

六
六
六
五
億
元
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
社
会
保
障
・
就
業
費
を

加
え
た
社
会
保
障
関
係
費
で
は
歳
出
全
体
の
一
九
・
三
％
と
お
よ
そ

二
割
を
占
め
、
歳
出
に
お
い
て
最
大
の
支
出
と
な
っ
て
い
る
。衛

生
・
健
康
費
は
、規
模
ベ
ー
ス
で
み
る
と
、
直
近
五
年
間
で
一
・
六
倍

と
短
期
間
で
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

　
更
に
、
公
的
医
療
保
険
に
関
す
る
財
源
を
プ
ー
ル
す
る
医
療
保
険

基
金
の
収
支
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
公
的
医
療
保
険
基
金
は
国
・
地

方
政
府
か
ら
の
医
療
保
険
料
、
財
政
補
填
、
積
立
金
の
運
用
収
益
利
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息
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
の
基
金
の
収
支
状
況
を
確
認

す
る
と
、
収
支
は
都
市
職
工
基
本
医
療
保
険
、
都
市
農
村
住
民
基
本

医
療
保
険
と
も
黒
字
と
な
っ
て
い
る
（
表
１
）。
都
市
職
工
基
本
医

療
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
収
入
で
支
出
が
賄
え
て
お
り
、
財
政

補
填
が
わ
ず
か
九
三
億
元
で
、
財
政
補
填
が
な
く
て
も
単
年
度
収
支

は
黒
字
の
状
況
に
あ
る
。
一
方
、
都
市
農
村
住
民
基
本
医
療
保
険
は

収
入
の
六
六
・
八
％
を
財
政
補
填
が
占
め
て
お
り
、
保
険
料
の
み
で

は
制
度
が
運
営
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
高
齢
化
に
加
え
て
、
給
付

上
限
額
の
引
き
上
げ
な
ど
か
ら
、
二
〇
一
九
年
の
都
市
農
村
住
民
基

本
医
療
保
険
に
お
け
る
財
政
補
填
額
は
前
年
比
七
・
九
％
増
と
増
加

し
て
い
る
。

㈢
　
衛
生
総
費
用
支
出
に
お
け
る 

個
人
負
担
の
軽
減
と
社
会
負
担
の
増
加

　
次
に
、
国
の
衛
生
・
医
療
関
連
の
衛
生
総
費
用
支
出
に
お
い
て
、

個
人
や
社
会
（
市
場
）
の
負
担
は
ど
う
変
遷
し
て
い
る
の
か
を
確
認

し
て
み
る
。
二
〇

一
九
年
の
衛
生
総

費
用
は
六
兆
五
一

九
六
億
元
で
あ
っ

た
が
、
規
模
は
直

近
一
〇
年
間
で

三
・
七
倍
ま
で
拡

大
し
て
い
る
（
図

２
）。
一
方
、
政

府
（
公
的
）・
社
会

（
市
場
）・
個
人
の

う
ち
、
だ
れ
が
ど

れ
く
ら
い
負
担
し

た
か
に
つ
い
て

は
、
政
府
負
担
に

は
そ
れ
ほ
ど
変
化

は
な
い
も
の
の
、

表１　2019年の医療保険基金収支状況
 （億元）

都市職工 
基本医療保険

都市農村住民 
基本医療保険

収入

保険料
財政補填
利息
その他

14,898
93

517
130

2,773
5,796

88
22

支出 給付他 12,490 8,271

収支 3,149 409

積立金残高 22,316 5,213

出所：中国財政部「2019年全国財政決算」より
作成。
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       図２　 衛生総費用支出における 
政府・社会・個人負担の構成の推移

出所：『中国統計年鑑』2018年版、「2019年我国衛生健康事
業発展統計公報」より作成。
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社
会
（
市
場
）
負
担
と
個
人
負
担
に
大
き
な
変
化
が
表
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
は
個
人
に
よ
る
負
担
が
三
七
・
五
％
を
占
め
た
が
、
二

〇
一
九
年
は
二
八
・三
％
と
九
・二
ポ
イ
ン
ト
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
社
会
（
市
場
）
に
よ
る
負
担
は
三
五
・一
％
か
ら
四
四
・九
％
と

九
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
経
済
成
長
を

経
て
、
医
療
保
険
な
ど
を
含
め
た
市
場
が
急
成
長
し
、
そ
れ
に
よ
る

負
担
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
　
公
的
医
療
保
険
を
支
え
る 

民
間
保
険
の
役
割
と
市
場
成
長

㈠
　
国
に
よ
る
民
間
保
険
の
位
置
づ
け

　
上
掲
の
と
お
り
、
財
政
赤
字
が
拡
大
し
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中

で
、
公
的
医
療
保
険
へ
の
財
政
補
填
も
拡
大
し
て
い
る
。
今
後
、
高

齢
化
の
進
展
に
よ
る
自
然
増
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
国
は
、
自
助
分

野
に
属
す
る
民
間
保
険
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
し
て
い
る
。
国
に

よ
る
給
付
は
基
礎
的
な
部
分
に
止
め
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
民

間
保
険
市
場
に
は
国
の
給
付
で
は
足
り
な
い
部
分
を
補
完
す
る
役
割

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
民
間
の
医
療
保
険
に
お
い
て
は
、
自
己
負
担

部
分
（
実
損
部
分
）
の
填
補
、
治
療
費
用
や
入
院
費
用
が
高
額
に

な
っ
た
場
合
の
一
時
金
給
付
（
癌
な
ど
の
重
大
疾
病
保
険
）
と
い
っ

た
現
金
給
付
と
し
て
の
役
割
が
あ
ろ
う
。

　
国
の
政
策
か
ら
民
間
保
険
の
役
割
や
位
置
づ
け
を
み
て
み
る
と
、

習
近
平
政
権
以
降
、
二
〇
一
四
年
八
月
に
国
務
院
が
発
出
し
た
「
現

代
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
加
速
に
関
す
る
若
干
意
見
」
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
民
間
保
険
市
場
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
国

（
官
）
を
一
〇
項
目
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
保

険
市
場
の
成
長
目
標
に
加
え
て
、
社
会
保
障
と
民
間
保
険
の
関
係
性

や
果
た
す
べ
き
役
割
、
保
険
事
業
の
法
制
・
体
系
整
備
な
ど
で
あ

る
。
社
会
保
障
体
系
に
つ
い
て
は
「
民
間
保
険
事
業
を
組
み
込
ん
だ

多
層
的
な
社
会
保
障
体
系
を
構
築
す
る
」、「
保
険
事
業
を
社
会
保
障

体
系
の
重
要
な
柱
と
位
置
づ
け
る
」
と
し
て
お
り
、
新
た
な
年
金
保

険
の
開
発
や
、
医
療
保
険
商
品
の
多
様
化
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

民
間
保
険
の
役
割
と
し
て
、「
リ
ス
ク
管
理
機
能
を
発
揮
し
、
社
会

保
障
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
社
会
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
」
な

ど
、
民
間
保
険
が
社
会
保
障
体
系
の
重
要
な
部
分
を
形
成
し
、
社
会

保
障
を
現
金
給
付
と
い
う
形
で
補
完
す
る
と
い
う
点
が
う
か
が
え

る
。
医
療
保
険
関
連
で
は
、
上
掲
の
医
療
保
険
商
品
の
多
様
化
に
加

え
て
、
都
市
・
農
村
部
の
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
高
額
療
養
費
の

給
付
を
目
的
と
し
た
官
・
民
協
働
の
大
病
医
療
保
険
の
更
な
る
普

及
、
保
障
内
容
の
見
直
し
、
民
間
医
療
保
険
に
加
入
す
る
際
の
課
税

繰
り
延
べ
措
置
の
整
備
な
ど
に
も
重
点
を
置
く
と
し
た
。

　
更
に
、
国
の
指
針
と
し
て
は
、
二
〇
一
六
年
「
健
康
中
国
二
〇
三

〇
計
画
綱
要
」
と
し
て
、
国
民
の
健
康
レ
ベ
ル
の
向
上
を
目
的
に
、

Ｉ
Ｔ
活
用
に
よ
る
制
度
改
革
、
医
薬
品
の
流
通
・
供
給
体
制
の
構
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築
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
の
成
長
促
進
、
医
薬
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
医

療
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
「
医
療
保
障
体
系
の
構
築
と
し

て
、
基
本
医
療
保
険
を
主
と
し
、
そ
の
他
の
多
種
の
形
式
に
よ
る
民

間
保
険
を
補
と
す
る
多
層
的
な
医
療
保
障
体
系
を
構
築
す
る
」
と
し

て
お
り
、「
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
衛
生
総
費
用
に
お
け
る
民
間
医
療

保
険
支
出
構
成
を
引
き
上
げ
る
」
と
し
た
。
国
に
よ
る
民
間
保
険
へ

の
期
待
が
高
ま
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
を
背
景
に
し

た
民
間
保
険
市
場
の
急
速
な
成
長
が
う
か
が
え
る
。

㈡
　
中
国
民
間
保
険
市
場
の
急
成
長

　
二
〇
二
〇
年
の
生
命
保
〉
1
〈険

市
場
に
お
け
る
保
険
料
収
入
の
総
額

は
、
三
兆
三
三
二
九
億
元
と
過
去
最
高
を
更
新
し
続
け
て
い
る
（
図

３
）。
二
〇
一
五
年
時
点
で
は
一
・
五
兆
元
規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
生
命
保
険
市
場
は
直
近
五
年
で
二
倍
と
急
速
に
拡
大
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　
保
険
料
収
入
の
増
額
を
種
類
別
に
健
康
保
険
、
傷
害
保
険
、
そ
の

他
の
生
命
保
険
と
し
た
場
合
、
医
療
関
連
の
健
康
保
険
の
収
入
保
険

料
は
前
年
比
一
五
・
七
％
増
の
八
一
七
三
億
元
で
あ
っ
た
。
中
国
で

は
公
的
医
療
保
険
制
度
を
補
完
す
る
健
康
保
険
の
需
要
は
元
よ
り
高

く
、
加
え
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
経
て
、
社
会
の
疾
病
予
防

や
健
康
リ
ス
ク
に
対
す
る
意
識
、
保
険
加
入
意
識
が
高
ま
っ
た
。
二

〇
二
〇
年
、
健
康
保
険
は
、
保
険
料
収
入
全
体
の
二
四
・
五
％
を
占

め
る
ま
で
拡
大
し
、
増
加
率
の
高
さ
か
ら
も
、
そ
の
他
の
商
品
と
比

較
し
て
需
要
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
な
お
、
民
間
保
険
へ
の
加
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
二
〇

二
〇
年
七
月
に
、
中
国
保
険
業
協
会
と
中
国
社
会
科
学
院
人
口
・
労

働
経
済
研
究
所
に
よ
る
『
二
〇
一
八

－

二
〇
一
九
年
中
国
長
期
介
護

–10
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40
50
60
70
80

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

（増加率）
（兆元）

健康保険
傷害保険
その他生命保険

健康保険（増加率）
傷害保険（増加率）
その他生命保険（増加率）

（％）

図３　中国生命保険市場の推移

出所：中国銀行保険監督管理委員会より作成。
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調
査
・
研
究
報
告
』

を
参
照
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
報
告

は
、
介
護
保
険
制
度

の
実
験
的
な
導
入
が

始
ま
っ
た
お
よ
そ
七

〇
都
市
の
う
ち
、
二

三
都
市
を
抽
出
し

て
、
調
査
を
実
施
し

た
も
の
で
あ
る
（
有

効
回
答
件
数
は
一
万

二
八
一
八
件
。
高
齢

者
：
六
四
三
〇
件
、

青
年
層
：
六
三
八
八

件
）。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、

医
療
保
険
の
加
入
率

は
三
〇
〜
五
九
歳
ま

で
で
全
体
の
五
五
％

と
お
よ
そ
半
数
が
加

入
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る（
表
２
）。
ま

た
、
医
療
保
険
は
、

年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
い
ず
れ
も
五
割
を
超
え
て
い
る
。
一
方
、
重
大

疾
病
保
険
は
三
〇
〜
五
九
歳
の
全
体
で
四
一
・
七
％
と
お
よ
そ
四
割

と
な
っ
て
い
る
も
の
の
五
〇
〜
五
九
歳
の
五
〇
代
は
三
割
程
度
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
養
老
保
険
、
定
期
保
険
な
ど
が
含
ま
れ
る

生
命
保
険
に
つ
い
て
は
全
体
と
し
て
は
三
七
・
九
％
と
医
療
関
連
の

保
険
よ
り
も
加
入
率
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
公
的
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方
な
ど
が
異
な
る
た
め
、
参
考
ま
で

と
な
る
が
、
日
本
の
状
況
を
確
認
し
て
み
る
。
生
命
保
険
文
化
セ
ン

タ
ー
の
令
和
元
年
度
『
生
活
保
障
に
関
す
る
調
査
』
に
よ
る
と
、
生

命
保
険
の
加
入
率
が
、
医
療
保
険
の
加
入
率
を
凌
駕
し
て
お
り
、
日

本
で
は
、
死
亡
保
障
や
貯
蓄
型
の
保
障
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。
当
該
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
い
て
生
命
保
険
に
加
入

し
て
い
る
の
は
男
性
で
は
八
一
・一
％
、
女
性
で
は
八
二
・九
％
と
高

い
。
ま
た
、
民
間
の
生
命
保
険
会
社
や
Ｊ
Ａ
（
農
協
）、
県
民
共

済
・
生
協
等
で
取
り
扱
っ
て
い
る
ガ
ン
保
険
・
ガ
ン
特
約
の
加
入
率

は
、
四
二
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
民
保
（
か
ん
ぽ
生
命
を

除
く
）
は
三
七
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
民
間
の
生
命
保
険

会
社
や
Ｊ
Ａ
（
農
協
）、
県
民
共
済
・
生
協
等
で
取
り
扱
っ
て
い
る

特
定
疾
病
保
障
保
険
・
特
定
疾
病
保
障
特
約
の
加
入
率
は
、
三
六
・

一
％
、
ま
た
、
民
保
は
三
一
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
ガ
ン
保
険
、

特
定
疾
病
保
障
保
険
い
ず
れ
も
生
命
保
険
の
加
入
率
よ
り
低
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
疾
病
入
院
給
付
金
の
給
付
が
付
帯
し

た
生
命
保
険
へ
の
加
入
率
が
比
較
的
高
い
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
当

表２　民間保険の加入状況（30‒59歳） （％）

　 医療保険 重大疾病 
保険 生命保険 年　金 長期 

介護保険

30‒34歳
35‒39歳
40‒44歳
45‒49歳
50‒54歳
55‒59歳
全　体

57.0
57.1
54.4
54.3
51.7
52.3
55.0

40.6
40.4
38.3
38.2
34.2
35.9
41.7

44.0
45.8
43.1
40.9
36.7
34.7
37.9

50.3
50.1
49.8
48.3
49.6
47.8
49.6

8.4
9.0
9.0
7.0
9.7
6.1
8.2

出所：『2018‒2019年中国長期介護調査・研究報告』（2020年７月）
より作成。
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該
調
査
に
よ
る
と
、
民
間
の
生
命
保
険
会
社
や
郵
便
局
、
Ｊ
Ａ
（
農

協
）、
県
民
共
済
・
生
協
等
で
取
り
扱
っ
て
い
る
生
命
保
険
（
個
人

年
金
保
険
や
生
命
共
済
を
含
む
）
の
う
ち
、
疾
病
入
院
給
付
金
が
支

払
わ
れ
る
生
命
保
険
の
加
入
率
は
七
三
・
一
％
、
疾
病
入
院
給
付
金

が
支
払
わ
れ
る
生
命
保
険
の
加
入
率
を
み
る
と
八
七
・
六
％
と
な
っ

て
い
る
。

　
二
〇
一
八
〜
二
〇
一
九
年
中
国
長
期
介
護
調
査
・
研
究
報
告
の
結

果
に
お
い
て
、
六
〇
歳
以
上
の
民
間
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て
は
記

載
が
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
民
間
の
医
療
保
険
、
重
大
疾
病
保

険
な
ど
の
多
く
は
、
加
入
年
齢
の
上
限
を
六
〇
歳
と
し
て
い
る
商
品

が
多
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
罹
患
率
が
高
く
、
慢
性
病
な
ど
治
療
の

長
期
化
が
懸
念
さ
れ
る
高
齢
者
の
疾
病
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
、
公
的

医
療
保
険
に
付
け
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は

こ
う
い
っ
た
高
齢
者
、
更
に
は
保
険
商
品
へ
の
加
入
が
難
し
い
所
得

層
と
い
っ
た
金
融
弱
者
向
け
に
も
商
品
が
開
発
、
販
売
さ
れ
始
め
て

い
る
。
昨
今
、
注
目
さ
れ
る
「
恵
民
保
」
は
、
低
額
な
保
険
料
で
比

較
的
高
額
な
保
障
が
得
ら
れ
る
保
険
商
品
の
一
つ
と
し
て
、
注
目
さ

れ
て
い
る
。

㈢
　
高
齢
者
も
加
入
が
可
能
な
「
恵
民
保
」

　
上
述
の
と
お
り
、
中
国
の
公
的
医
療
保
険
制
度
は
、
基
本
的
な
治

療
や
手
術
の
給
付
に
加
え
て
、
長
期
の
入
院
や
高
額
な
治
療
費
の
給

付
に
対
応
し
た
日
本
の
高
額
療
養
費
制
度
に
相
当
す
る
制
度
の
整
備

な
ど
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
と
異
な
る
の
は
、
制
度

が
「
市
」
単
位
で
分
立
し
て
い
る
点
、
多
く
の
市
で
、
給
付
ま
で
一

定
額
の
自
己
負
担
を
求
め
る
免
責
制
度
を
導
入
し
、
給
付
額
そ
の
も

の
に
も
限
度
額
を
設
け
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
、
病
院

の
ラ
ン
ク
に
応
じ
て
自
己
負
担
の
多
寡
を
設
定
す
る
な
ど
、
最
終
的

に
、
患
者
（
被
保
険
者
）
が
支
払
う
自
己
負
担
額
が
総
じ
て
高
い
佇

ま
い
と
な
っ
て
い
る
点
も
あ
る
。
ま
た
、
公
的
医
療
保
険
に
お
い
て

は
、
自
己
負
担
が
高
い
上
に
、
抗
が
ん
剤
な
ど
重
大
疾
病
の
治
療
薬

や
先
進
治
療
な
ど
に
つ
い
て
は
保
険
適
用
の
範
囲
が
狭
い
と
い
っ
た

課
題
も
あ
る
。

　「
恵
民
〉
2
〈保

」
は
、
二
〇
一
五
年
、
深
圳
市
の
「
深
圳
市
重
大
疾

病
・
特
殊
疾
病
補
充
医
療
保
険
」
に
端
を
発
し
て
い
る
。
深
圳
市
に

よ
る
と
、
公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
市
民
を
対
象
に
、
高
額

な
治
療
費
や
入
院
費
用
が
必
要
な
重
大
疾
病
や
長
期
の
治
療
が
必
要

な
特
殊
疾
病
な
ど
の
費
用
負
担
の
軽
減
を
目
的
に
導
入
さ
れ
た
。

　
給
付
内
容
（
二
〇
二
〇
年
版
）
は
、
入
院
費
用
に
つ
い
て
は
、
自

己
負
担
額
一
万
元
（
約
一
六
万
円
）
以
上
の
部
分
に
つ
い
て
七
〇
％

給
付
、
薬
代
に
つ
い
て
は
総
額
給
付
一
五
万
元
（
二
四
〇
万
円
）
を

限
度
に
七
〇
％
を
給
付
と
し
て
い
る
。
給
付
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も

保
険
適
用
の
範
囲
内
に
あ
る
医
療
を
対
象
と
し
て
い
る
。
加
入
対
象

者
は
、
深
圳
市
の
公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
会
社
員
、
そ
の

家
族
、
定
年
退
職
者
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
の
加
入
者
数
は
七
五
〇

万
人
で
、
同
市
の
公
的
医
療
保
険
加
入
者
の
五
〇
・
四
％
を
占
め
て
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い
る
。

　
ま
た
、
恵
民
保
は
契
約
に
際
し
て
医
師
の
診
査
や
健
康
状
態
の
告

知
を
必
要
と
せ
ず
、
保
険
料
は
年
齢
な
ど
に
関
係
な
く
一
律
三
〇
元

（
四
八
〇
円
／
二
〇
二
〇
年
）
と
低
額
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、

通
常
の
民
間
医
療
保
険
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
期
間
は

一
年
間
、
毎
年
保
険
料
が
見
直
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
の
開
始

当
初
は
二
〇
元
で
あ
っ
た
。
運
営
は
、
深
圳
市
医
療
保
障
局
が
入
札

で
引
き
受
け
会
社
を
決
定
し
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
以
降
、
平
安
養

老
保
険
の
深
圳
支
店
が
引
き
受
け
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
低
額
の
負
担
で
比
較
的
手
厚
い
保
障
が
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
恵
民
保
は
全
国
展
開
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
一
年
五
月

一
二
日
付
、
経
済
参
考
報
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
末
ま
で

で
、
全
国
お
よ
そ
六
〇
都
市
で
七
〇
の
商
品
が
誕
生
し
、
加
入
者
は

お
よ
そ
二
六
〇
〇
万
人
、
保
険
料
収
入
は
一
〇
億
元
（
一
六
〇
億

円
）
以
上
と
推
算
さ
れ
て
い
る
。
引
き
受
け
会
社
も
、
平
安
養
老
、

平
安
健
康
、
中
国
人
寿
、
中
国
人
保
、
中
国
太
平
洋
保
険
な
ど
中
国

系
の
保
険
会
社
で
国
有
大
手
、
民
間
大
手
を
中
心
に
進
ん
で
い
る
。

　
恵
民
保
は
各
市
の
特
性
を
反
映
し
た
商
品
設
計
が
さ
れ
る
た
め
、

保
険
料
の
設
定
や
給
付
内
容
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
市
で

は
、
年
間
保
険
料
を
概
ね
五
〇
〜
一
〇
〇
元
（
八
〇
〇
〜
一
六
〇
〇

円
）
に
抑
え
、
保
険
金
の
総
額
は
一
〇
〇
万
元
（
一
六
〇
〇
万
円
）

ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
、
中
国
の
保
険
市
場
で
は
、「
百
万
医

療
保
険
」
と
称
さ
れ
る
高
額
な
給
付
を
目
的
と
し
た
医
療
保
険
の
加

入
が
増
加
し
て
い
た
。
百
万
医
療
保
険
は
、
年
間
数
百
元
の
保
険
料

で
、
例
え
ば
、
疾
病
保
険
の
場
合
は
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
万
元
（
三
二

〇
〇
〜
四
八
〇
〇
万
円
）、
重
大
疾
病
保
険
の
場
合
は
六
〇
〇
万
元

（
九
六
〇
〇
万
円
）
と
い
っ
た
高
額
な
給
付
が
得
ら
れ
る
保
険
で
あ

る
。
恵
民
保
は
保
険
料
、
給
付
金
も
百
万
医
療
保
険
と
ま
で
は
い
か

な
い
も
の
の
、
高
額
な
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
所
得
層
や
、
既

往
症
の
あ
る
人
、
高
齢
者
を
包
摂
す
る
商
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
し
、
多
く
の
恵
民
保
は
給
付
ま
で
の
免
責
額
が
年
間
二
万
元

と
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
中
国
で

は
、
そ
も
そ
も
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
数
千
元
〜
数
万
元
の

免
責
額
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
二
万
元
（
三
二
万

円
）
と
な
る
と
、
自
己
負
担
額
は
更
に
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
に

な
〉
3
〈

る
。

　
恵
民
保
は
、
市
政
府
、
保
険
会
社
、
更
に
は
ヘ
ル
ス
ケ
ア
や
保
険

に
関
連
す
る
Ｉ
Ｔ
企
業
が
連
携
す
る
こ
と
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。
市

政
府
は
、
財
政
面
で
の
補
助
は
行
わ
な
い
も
の
の
、
入
札
で
引
き
受

け
保
険
会
社
を
決
定
、
市
政
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
保
険
料
や
給
付

内
容
を
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
公
的
医
療
保
険
で
設
置
し
て
い
る
医

療
専
用
口
座
で
の
保
険
料
支
払
い
を
可
能
に
す
る
な
ど
、
側
面
的
に

支
援
し
て
い
る
。
市
政
府
は
市
民
に
対
し
て
は
、
医
療
保
障
制
度
の

拡
充
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
国
が
進
め
る
金
融
包
摂
政
策
の
一

端
を
担
う
こ
と
も
で
き
る
。
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ま
た
、
保
険
会
社
と
し
て
は
、
恵
民
保
の
販
売
に
よ
る
単
体
で
の

収
益
は
見
込
め
な
い
も
の
の
、
地
元
政
府
と
の
関
係
強
化
や
、
新
た

な
顧
客
の
獲
得
、
付
帯
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
に
よ
る
全
体
と
し
て
の
収

益
化
を
目
指
す
目
論
見
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
高
額
給
付
の
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
新
規
顧
客
層
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
健
康

情
報
の
収
集
・
分
析
が
可
能
と
な
り
、
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
型
の
新
た

な
商
品
の
開
発
も
可
能
だ
。
そ
し
て
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
系
の
Ｉ
Ｔ
企
業

に
と
っ
て
は
、恵
民
保
を
通
じ
て
、慢
性
病
の
体
調
管
理
や
検
査
、オ

ン
ラ
イ
ン
上
で
の
問
診
な
ど
付
帯
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
保
険
市
場
を
監
督
・
管
理
す
る
中
国
銀
行
保
険
監
督
管
理

委
員
会
も
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
、「
健
康
保
険
管
理
弁
法
」
を

発
出
し
、
保
険
会
社
が
自
社
ま
た
は
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
専
門
と
す
る
Ｉ

Ｔ
企
業
と
連
携
し
て
、
総
合
的
な
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

よ
う
推
奨
し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
九
月
に
は
、「
保
険
会
社
の
健

康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
規
範
に
関
す
る
通
知
」
を
発
出
し
、
保
険
会
社

が
提
供
可
能
な
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
例
え

ば
、
顧
客
の
健
康
に
つ
い
て
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
分
析
・
評
価
、
健

康
の
危
害
を
加
え
る
要
因
へ
の
対
処
、
疾
病
発
生
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
、
健
康
維
持
な
ど
で
、
そ
れ
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
健
康

診
断
や
健
康
コ
ン
サ
ル
、
健
康
促
進
、
疾
病
予
防
、
慢
性
病
管
理
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
、
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
を
含
む
と
し
て
い
る
。
そ
の
目
的

は
、
疾
病
発
生
予
防
、
疾
病
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
リ
ハ
ビ
リ
を
通
じ

て
、
疾
病
発
生
率
を
抑
制
し
、
健
康
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
た
。

　
国
と
し
て
も
、
民
間
事
業
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
社
会

保
障
体
系
の
持
続
可
能
性
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
が
見
え
て

く
る
。
国
民
の
健
康
の
維
持
や
、
リ
ス
ク
シ
ェ
ア
は
、
可
能
な
限
り

民
間
事
業
や
当
事
者
間
に
付
け
替
え
る
と
い
う
手
法
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
に
は
、「
保
険
会
社
の
都
市
に
よ

る
医
療
保
険
商
品
の
業
務
の
規
範
に
関
す
る
通
知
」（
意
見
募
集

稿
）
を
発
出
し
、
恵
民
保
の
あ
ま
り
に
も
急
速
な
広
が
り
に
、
保
険

市
場
を
監
督
す
る
当
局
自
体
も
警
鐘
を
鳴
ら
し
始
め
て
い
る
。
上
掲

の
と
お
り
、
二
〇
一
五
年
以
降
二
〇
二
〇
年
一
一
月
ま
で
に
お
よ
そ

七
〇
の
商
品
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
五
〇
商
品
は
二
〇

二
〇
年
八
月
か
ら
一
一
月
の
わ
ず
か
三
カ
月
に
集
中
し
て
お
り
、
問

題
も
散
見
さ
れ
始
め
て
い
る
か
ら
だ
。

　
当
局
は
、
都
市
に
よ
っ
て
は
、
複
数
以
上
の
保
険
会
社
に
よ
っ
て

恵
民
保
が
提
供
さ
れ
、
保
険
料
の
価
格
競
争
が
起
き
て
お
り
、
価
格

の
適
正
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
点
、
地
方
政
府
の
承
認
は
得
て
い

る
も
の
の
、
そ
れ
を
悪
用
し
て
は
い
け
な
い
点
、
得
ら
れ
た
個
人
情

報
を
そ
の
他
の
目
的
で
利
用
し
て
は
い
け
な
い
点
な
ど
を
指
摘
し
て

い
る
。

　
中
国
で
恵
民
保
が
急
速
に
導
入
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
を
経
て
、
国
民
の
健
康
や
、
医
療
保
険
へ
の
加
入

意
識
が
高
ま
っ
た
点
も
推
察
さ
れ
る
。
保
険
会
社
と
し
て
も
、
高
額

な
保
険
料
を
支
払
う
医
療
保
険
へ
の
加
入
に
は
二
の
足
を
踏
ん
で
い
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た
所
得
層
を
取
り
込
み
、
将
来
の
見
込
み
客
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
す

る
面
も
見
ら
れ
る
。
地
方
政
府
と
し
て
は
、
民
間
医
療
保
険
に
加
入

が
難
し
い
高
齢
者
の
加
入
も
可
能
な
た
め
、
こ
れ
ま
で
手
薄
で
あ
っ

た
高
罹
患
率
層
へ
の
現
金
給
付
が
可
能
と
な
っ
た
点
は
大
き
な
利
点

と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
恵
民
保
と
い
え
、
給
付
に
際
し
て
の
免
責
額
が
高
い
点

や
、
年
齢
や
リ
ス
ク
に
応
じ
た
保
険
料
を
設
定
し
て
い
な
い
点
か

ら
、
運
営
が
ど
こ
ま
で
持
続
可
能
な
の
か
と
い
っ
た
課
題
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
地
方
政
府
と
そ
の
地
方
に
進
出
し
た
保
険
会
社
に
よ
る

制
度
の
運
営
や
商
品
開
発
は
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
収
支
の
問
題

等
で
最
終
的
に
は
保
険
会
社
側
が
そ
の
補
填
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

散
見
さ
れ
る
た
め
だ
。
国
、
地
方
政
府
と
し
て
も
、
健
全
な
医
療
保

障
体
系
の
構
築
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
財
政
の
投
入
や
関
わ
り
方

の
再
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
民
間
活
用
と
は
い
え
、
最
終
的
な
給

付
リ
ス
ク
を
民
間
事
業
も
し
く
は
加
入
者
（
被
保
険
者
）
に
押
し
付

け
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
持
続
的
な
運
用
は
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
ネ
ッ
ト
医
療
保
険
と
高
齢
者
の
金
融
包
摂

㈠
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
＋
戦
略
に
お
け
る 

金
融
弱
者
の
包
摂
と
ネ
ッ
ト
医
療
保
障

　
低
所
得
層
の
み
な
ら
ず
、
疾
病
の
罹
患
率
の
高
い
高
齢
者
や
慢
性

病
患
者
と
い
っ
た
金
融
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
金
融
弱
者
を
社
会
が
ど

う
支
え
、
包
摂
す
る
の
か
。
金
融
包
摂
と
は
、
貧
困
や
低
収
入
の
社

会
的
弱
者
を
誰
ひ
と
り
取
り
残
す
こ
と
な
く
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
中
国
で
は
二
〇
一
三
年
に
「
金
融
深
化

改
革
の
若
干
の
重
要
問
題
に
関
す
る
決
定
」
に
お
い
て
、
金
融
包
摂

の
発
展
が
経
済
政
策
と
し
て
提
起
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
三
月
の
全
国

人
民
代
表
大
会
第
三
次
会
議
「
政
府
工
作
報
告
」
で
は
市
場
の
す
べ

て
の
事
業
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
恩
恵
を
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と

し
た
計
画
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
七
月
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
＋
行
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
指
導
意
見
」
で
は
、
重

点
分
野
の
一
つ
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
＋
金
融
包
摂
」
を
位
置
づ

け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
が
金
融
包
摂
を
促
進
す
る
上
で
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
点
を
示
し
て
い
る
。
更
に
、
二
〇
一
六
年
一
月

に
は
、
国
務
院
が
「
金
融
包
摂
の
発
展
計
画
（
二
〇
一
六

－

二
〇
二

〇
）」
に
お
い
て
、
金
融
包
摂
は
中
国
が
二
〇
二
〇
年
の
実
現
を
目

指
す
全
面
的
小
康
社
会
（
ゆ
と
り
の
あ
る
社
会
）
を
実
現
す
る
た
め

に
不
可
欠
と
し
て
い
る
。

　
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
金
融
包
摂
を
実
現
す
る
上
で
、
中

国
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
利
用
の
状
況
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
以
下
で
は

二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
九
年
、
二
〇
二
〇
年
の
六
月
時
点
で
の
年
齢

別
の
ネ
ッ
ト
利
用
状
況
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　「
中
国
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
発
展
状
況
統
計
報
告
」
か
ら
、
直
近
三



123──高齢化社会の医療

年
間
の
ネ
ッ
ト
ユ
ー

ザ
ー
の
年
齢
構
成
の
推

移
を
み
る
と
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
期
を
経
た
二
〇
二

〇
年
六
月
は
、
一
年
前

と
比
較
し
て
、
五
〇

代
、
六
〇
代
以
上
の

ユ
ー
ザ
ー
の
構
成
比
が

急
増
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
（
図
４
）。
二

〇
二
〇
年
六
月
時
点

で
、
三
〇
代
ま
で
の
世

代
が
全
体
の
五
八
・

六
％
と
全
体
の
お
よ
そ

六
割
を
占
め
て
い
る
の

は
、
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ

テ
ィ
ブ
世
代
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
使
用
率
が
高

い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

直
近
三
年
間
で
み
る

と
、
構
成
比
と
し
て
増

加
し
て
い
る
の
は
寧
ろ

四
〇
歳
以
降
の
ユ
ー
ザ
ー
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
発
生
以
降
、
五
〇
代
の

構
成
比
は
一
年
前
の
ほ
ぼ
二
倍
、
六
〇
代
以
上
は
一
・
五
倍
に
急
増

し
て
い
る
。
六
〇
代
以
上
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
時
点
で

ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
の
構
成
割
合
が
六
・
九
％
、
総
人
口
に
対
す
る
割

合
が
一
七
・
九
％
（
二
〇
一
八
年
末
時
点
）
で
あ
り
、
そ
の
差
は
一

一
・
〇
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
一
方
、
二
〇
二
〇
年
六
月
で
は
、
前

者
が
一
〇
・三
％
、
後
者
が
一
八
・一
％
（
二
〇
一
九
年
末
時
点
）
と

そ
の
差
は
七
・
八
ポ
イ
ン
ト
ま
で
縮
小
し
、
六
〇
代
以
上
の
高
齢
者

層
の
ネ
ッ
ト
利
用
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

　
二
〇
二
〇
年
前
半
に
お
け
る
高
齢
者
の
ネ
ッ
ト
利
用
の
増
加
に

は
、
日
々
の
生
活
の
た
め
の
食
品
や
日
用
品
の
購
入
、
決
済
、
健
康

コ
ー
ド
の
利
用
な
ど
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
が
高
齢
者
や
医

療
従
事
者
の
二
次
感
染
防
止
の
た
め
に
、
慢
性
疾
患
な
ど
定
期
的
な

通
院
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
や
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
薬
の

購
入
・
自
宅
配
送
を
勧
め
た
点
も
あ
ろ
う
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ヘ
ル
ス

ケ
ア
事
業
を
提
供
す
る
多
く
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
は
、
感
染
拡

大
期
に
は
慢
性
疾
患
の
患
者
向
け
に
無
料
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

な
ど
、
利
用
を
促
し
て
い
た
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

㈡
　
非
接
触
型
の
サ
ー
ビ
ス
強
化
に
よ
る 

ネ
ッ
ト
保
険
の
販
売
拡
大

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
保
険
の
販
売
に
お
い
て
も
、
オ
フ
ラ

イ
ン
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
移
行
を
促
進
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
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図４　年齢別のネットユーザー構成の推移

出所：「中国インターネット発展状況統計報告」より作成。
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伴
っ
て
、
ネ
ッ
ト
保
険
市
場
も
大
き
く
成
長
し
て
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
前
か
ら
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
、
保
全
手
続
き
、

保
険
料
の
支
払
い
、
保
険
金
給
付
な
ど
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
の
自
動
化

や
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
以
降
は
、

当
局
に
よ
っ
て
非
接
触
型
の
販
売
、
関
連
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

が
更
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
消
費
の
Ｅ
Ｃ
化
が
社
会
に
浸

透
し
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
、
ネ
ッ
ト
保
険
市
場
の
更
な
る
拡
大
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
ネ
ッ
ト
保
険
は
仕
組
み
が
わ
か
り
や
す
く
、
保
険
料

が
割
安
で
、
手
続
き
等
が
簡
単
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
若
年
層
を
中
心

に
実
損
填
補
型
の
医
療
保
険
、
重
大
疾
病
保
険
の
加
入
が
進
ん
で
い

た
。
今
後
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
健
康
ア
プ
リ
や
ネ
ッ
ト
決
済
の
利
用

を
開
始
し
た
中
高
年
層
の
需
要
拡
大
、
対
象
年
齢
や
疾
病
な
ど
を

絞
っ
た
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
型
の
商
品
に
よ
る
ニ
ッ
チ
層
の
取
り
込
み

も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
中
国
保
険
業
協
会
に
よ
る
と
、
二
〇
二
〇
年
の
ネ
ッ
ト
生
保
の
収

入
保
険
料
（
生
保
）
は
前
年
比
一
三
・
六
％
増
の
二
一
一
一
億
元
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年
の
生
保
市
場
全
体
で
み
る
と
占
有

率
は
六
・
三
％
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
規
模
は
ま
だ
小
さ
い
。
ネ
ッ
ト
生

保
市
場
も
健
康
保
険
の
販
売
が
伸
び
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
は
前
年

比
五
八
・
八
％
増
の
三
七
五
億
元
と
な
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
健
康
保

険
の
保
険
料
収
入
は
二
〇
一
五
年
か
ら
の
わ
ず
か
五
年
間
で
三
六
・

四
倍
に
拡
大
し
て
お
り
、
需
要
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
を
経
て
、
二
〇
二
〇
年
は
ネ
ッ
ト
保
険
関
連

企
業
の
新
規
登
録
数
が
前
年
比
九
三
％
増
の
七
七
四
一
社
と
な
り
、

こ
の
一
〇
年
来
最
も
多
い
登
録
数
と
な
っ
た
。
二
〇
二
一
年
初
時
点

で
、
ネ
ッ
ト
保
険
関
連
企
業
は
全
国
で
合
計
二
万
社
ほ
ど
に
増
加
し

て
い
る
。

㈢
　
ネ
ッ
ト
互
助
プ
ラ
ン
の
「
相
互
宝
」の
出
現

　
ネ
ッ
ト
医
療
保
険
は
、
多
く
の
保
険
商
品
同
様
、
加
入
対
象
年
齢

は
お
お
よ
そ
六
〇
歳
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
、
加
入
可
能
年
齢

を
引
き
上
げ
る
動
き
も
あ
る
が
、
六
〇
歳
ま
で
に
加
入
を
し
て
い
る

場
合
、
例
え
ば
六
五
歳
ま
で
の
契
約
継
続
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た

状
況
に
あ
り
、
慎
重
な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
中
国
で
は
、
二
〇
一
八
年
以
降
、
ア
リ
バ
バ
グ
ル
ー
プ
や

テ
ン
セ
ン
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
と
い
っ
た
本
業
が
保
険
以
外
の

異
業
種
に
よ
る
、
相
互
扶
助
ス
キ
ー
ム
、
特
に
医
療
保
障
の
提
供
が

進
ん
で
い
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
医

療
保
障
は
「
ネ
ッ
ト
互
助
プ
ラ
〉
4
〈

ン
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
経
済
的
に

民
間
保
険
に
加
入
で
き
な
か
っ
た
所
得
層
や
高
齢
者
、
慢
性
病
患
者

と
い
っ
た
金
融
排
除
を
さ
れ
て
き
た
人
々
の
加
入
も
可
能
と
し
た
。

た
だ
し
、
二
〇
二
〇
年
以
降
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
提
供
す
る

オ
ン
ラ
イ
ン
金
融
事
業
へ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
に
入

る
と
ネ
ッ
ト
互
助
プ
ラ
ン
の
取
り
扱
い
終
了
も
相
次
い
で
い
る
点
に

留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
ア
リ

バ
バ
グ
ル
ー
プ
傘
下

の
ア
ン
ト
グ
ル
ー
プ

が
提
供
す
る
ネ
ッ
ト

互
助
プ
ラ
ン
「
相
互

宝
」
の
う
ち
、
重
大

疾
病
互
助
プ
ラ
ン
、

高
齢
者
向
け
癌
プ
ラ

ン
、
高
齢
者
の
罹
患

が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
慢
性
病
互
助
プ
ラ

ン
に
着
目
し
、
考
察

を
行
う
。

　「
相
互
宝
」
は
、
ア

リ
バ
バ
グ
ル
ー
プ
傘

下
の
ア
ン
ト
グ
ル
ー

プ
が
運
営
す
る
ネ
ッ

ト
互
助
プ
ラ
ン
で
あ

る
。
相
互
宝
に
お
け

る
医
療
保
障
は
主
に

癌
な
ど
の
重
大
疾
病

一
〇
〇
種
類
を
保
障

対
象
と
し
た
「
重
大

疾
病
互
助
プ
ラ
ン
」（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
投
入
）、
六
〇
歳
か
ら
六

九
歳
の
高
齢
者
の
癌
を
保
障
対
象
と
し
た
「
高
齢
者
向
け
癌
プ
ラ

ン
」（
二
〇
一
九
年
五
月
投
入
）、
慢
性
病
疾
患
の
患
者
向
け
に
癌
を

保
障
対
象
と
し
た
「
慢
性
病
互
助
プ
ラ
ン
」（
二
〇
二
〇
年
五
月
投

入
）
と
な
っ
て
い
る
（
表
３
）。
い
ず
れ
も
癌
や
重
大
疾
病
、
慢
性

病
な
ど
、
高
額
な
手
術
費
用
や
長
期
に
わ
た
っ
て
治
療
が
必
要
な
疾

病
保
障
と
な
っ
て
い
る
。

　
加
入
対
象
と
な
る
の
は
、
同
社
が
提
供
す
る
ネ
ッ
ト
上
の
信
用
ス

コ
ア
（
ゴ
マ
ス
コ
ア
）
が
六
〇
〇
点
以
上
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
加
入
申
し
込
み
に
際
し
て
は
、
ア
ン
ト
グ
ル
ー
プ
側

が
示
し
た
健
康
状
態
が
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
年
齢
が
要
件

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
負
担
費
用
の
支
払
い
が
求
め
ら
れ
る
。
運

営
側
で
あ
る
ア
ン
ト
グ
ル
ー
プ
は
、
ア
リ
バ
バ
グ
ル
ー
プ
が
形
成
す

る
ネ
ッ
ト
上
の
経
済
圏
（
エ
コ
シ
ス
テ
ム
）
で
、
ユ
ー
ザ
ー
の
消
費

行
動
、
加
入
し
て
い
る
保
険
な
ど
金
融
商
品
、
決
済
状
況
な
ど
、
加

入
者
の
消
費
や
金
融
行
動
に
伴
う
多
様
な
情
報
を
総
合
的
に
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
会
社
が
提
供
す
る
保
険
商
品
の
場
合
、
事

前
に
、
保
険
契
約
者
の
健
康
状
態
や
職
業
な
ど
か
ら
危
険
性
を
評
価

し
、
加
入
を
決
定
す
る
「
危
険
選
択
」
を
行
う
。
一
方
、
相
互
宝
で

は
そ
の
危
険
選
択
の
一
定
程
度
を
信
用
ス
コ
ア
に
委
ね
る
こ
と
が
可

能
で
、
運
営
側
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
ユ
ー
ザ
ー
を
予
め
選
択

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
相
互
宝
の
加
入
者
は
、
ア
リ
バ

バ
グ
ル
ー
プ
が
運
営
す
る
決
済
機
能
の
ア
リ
ペ
イ
を
通
じ
て
、
費
用

表３　相互宝における医療保障プラン３種の内容

重大疾病互助プラン 高齢者向け癌プラン 慢性病互助プラン

加入対象年齢 0‒59歳 60‒69歳 0‒59歳

保障内容 癌・99種の重大疾病・
５種の希少疾病 癌 癌

待ち期間 90日 90日 90日

給　付 ①生後30日‒39歳：30万元
②40‒59歳：10万元

10万元 ①生後30日‒39歳：30万元
②40‒59歳：10万元

市場投入時期 2018年10月 2019年５月 2020年５月

出所：アント・フィナンシャル公表資料より作成。
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を
支
払
い
、
給
付
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
給
付
金
を
受
け
取
る
。

費
用
の
支
払
い
は
保
険
事
故
が
発
生
し
た
後
に
、
確
定
し
た
給
付
金

を
加
入
者
で
同
額
負
担
（
割
り
勘
）
し
て
支
払
う
後
払
い
方
式
を
採

用
し
て
い
る
。
事
故
発
生
前
に
費
用
を
予
め
支
払
う
必
要
は
な
く
、

給
付
事
故
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
も
支
払
い
は
発
生
し
な
い
。
相

互
宝
の
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
既
存
の
保
険
商
品
に
あ
る
よ
う

に
、
事
前
ま
た
は
定
期
的
な
保
険
料
の
支
払
い
に
二
の
足
を
踏
ん
で

い
た
金
融
弱
者
に
と
っ
て
、
加
入
ハ
ー
ド
ル
を
大
き
く
引
き
下
げ
た

保
障
商
品
で
も
あ
る
。

　
癌
や
重
大
疾
病
に
罹
患
す
る
な
ど
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
診
断

確
定
後
、
当
該
加
入
者
は
必
要
な
資
料
を
提
出
す
る
。
そ
の
内
容
は

毎
月
七
日
、
二
一
日
に
加
入
者
に
向
け
て
公
表
さ
れ
、
給
付
に
際
し

て
異
議
が
発
生
し
な
い
場
合
は
、
給
付
金
に
受
給
者
数
を
掛
け
た
金

額
と
、
給
付
金
総
額
の
八
％
で
あ
る
管
理
費
を
加
え
た
総
額
を
、
年

齢
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
加
入
者
全
員
で
等
し
く
負
担
す
る
。
算

出
さ
れ
た
負
担
費
用
は
毎
月
、
一
四
日
、
二
八
日
に
ア
リ
ペ
イ
の
決

済
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
。
管
理
費
は
シ
ス
テ
ム
の
維
持
、
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
費
用
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相

互
宝
は
保
険
商
品
と
は
異
な
り
、
加
入
者
が
抱
え
る
リ
ス
ク
を
運
営

会
社
（
保
険
商
品
の
場
合
は
保
険
会
社
）
が
追
わ
ず
、
加
入
者
間
で

分
担
を
す
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
。

　
費
用
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
の
解
約
の
急
増
を
避
け
る
た
め
に
、

加
入
者
の
負
担
費
用
に
つ
い
て
は
、
年
間
一
八
八
元
の
上
限
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
年
間
の
負
担
費
用
が
一
八
八
元
を
超
え
た
場
合
、
運

営
側
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
重
大
疾
病
プ
ラ

ン
で
は
加
入
者
、
受
給
者
の
増
加
に
よ
っ
て
、
一
名
あ
た
り
の
負
担

額
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
少
額
で
推
移
し
て
お
り
、
負
担
費
用
の

低
額
化
を
実
現
し
て
い
る
。
費
用
は
支
払
う
度
に
変
動
す
る
と
い
う

不
確
実
性
は
あ
る
が
、
二
〇
一
九
年
末
時
点
で
の
一
人
あ
た
り
の
平

均
負
担
費
用
（
年
間
合
計
）
は
二
九
元
、
二
〇
二
〇
年
は
九
一
元
と

な
っ
て
い
る
。

　
重
大
疾
病
プ
ラ
ン
の
加
入
年
齢
は
五
九
歳
ま
で
で
あ
る
た
め
、
六

〇
歳
と
な
る
と
同
時
に
、
六
〇
〜
六
九
歳
を
対
象
と
す
る
「
高
齢
者

向
け
癌
プ
ラ
ン
」
に
自
動
で
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
高
齢
者
の
場

合
は
補
償
対
象
が
癌
に
限
定
さ
れ
、
給
付
額
が
一
〇
万
元
ま
で
と
な

る
も
の
の
、
六
九
歳
ま
で
加
入
が
可
能
で
あ
り
、
給
付
が
受
け
ら
れ

る
利
点
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
相
互
宝
は
子
女
に
よ
る
家
族

へ
の
加
入
を
可
能
と
し
て
い
る
。
高
齢
者
に
属
す
る
両
親
に
対
し

て
、
重
大
疾
病
プ
ラ
ン
に
加
入
し
た
子
女
が
高
齢
者
向
け
癌
プ
ラ
ン

へ
の
加
入
も
行
っ
て
い
る
。

　
相
互
宝
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
で
あ
る
ア

ン
ト
グ
ル
ー
プ
は
高
齢
者
向
け
に
一
定
の
医
療
保
障
を
提
供
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
加
入
は
ア
リ
バ

バ
グ
ル
ー
プ
の
ユ
ー
ザ
ー
に
限
定
し
て
お
り
、
運
営
側
が
予
め
加
入

が
可
能
と
さ
れ
た
対
象
者
の
み
が
加
入
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
七

〇
歳
以
降
の
高
齢
者
、
更
に
は
高
額
な
医
療
費
が
必
要
と
な
っ
た
場
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合
、
最
終
的
な
リ
ス
ク
は
公
的
医
療
保
険
に
付
け
替
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
加
え
て
、
保
険
商
品
と
は
異
な
り
、
契
約
者
の
保
護
措
置

も
な
い
た
め
、
運
営
側
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
終
了
や
停
止
を
発
表
し

た
場
合
、
救
済
措
置
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
大
き
な
環
境
変
化
に

伴
っ
て
、
公
的
医
療
保
険
と
そ
れ
を
補
完
す
る
民
間
医
療
保
険
商
品

に
、
異
業
種
で
あ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
よ
る
保
障
プ
ラ
ン
と

い
う
新
た
な
保
障
の
あ
り
方
が
誕
生
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
新

た
な
保
障
プ
ラ
ン
は
、
課
題
は
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
ま
で
民
間
医
療

保
険
で
は
加
入
対
象
外
と
さ
れ
て
き
た
高
齢
者
な
ど
金
融
弱
者
の
包

摂
を
可
能
と
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
に
端
を
発
し
た
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
金
融
事
業
へ
の
規
制
を
受
け
て
、
状
況
は
大
き
く

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
て

き
た
こ
れ
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
金
融
商
品
に
既
存
の
保
険
事
業
と
同

様
の
規
制
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー

側
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
主
力
事
業
が
別
に
あ
る
中
で
、

ネ
ッ
ト
互
助
事
業
の
継
続
を
目
的
と
し
た
新
た
な
保
険
経
営
免
許
の

取
得
は
、
資
金
面
や
取
得
条
件
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
も
、
現
実
的
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
保
険
経
営
に
よ
る
収
益
の
確
保
や
、
保
険
関
連

法
に
お
け
る
保
険
該
当
性
と
い
っ
た
点
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
少
額
で
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
な
い
割
り
勘
制
ま
た
は
事
後
拠
出
制

の
負
担
金
で
の
運
営
は
難
し
く
な
る
。
ま
た
、
運
営
当
事
者
は
保
険

者
に
相
当
す
る
者
と
し
て
保
険
給
付
に
係
る
リ
ス
ク
を
負
う
必
要
も

で
て
く
る
。

　
ネ
ッ
ト
互
助
事
業
は
新
た
な
事
業
分
野
で
あ
り
、
既
存
の
保
険
事

業
と
同
一
の
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
中
国
で
は
、
規
制

の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
と
い
っ
た
特
例
措
置
も
設
け
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
日
本
の
よ
う
に
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
よ
う
な
位
置

づ
け
も
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
く
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
は

ネ
ッ
ト
互
助
事
業
を
閉
鎖
ま
た
は
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
。
医
療
保
険
商
品
が
多
様
化
す
る
中
で
、
ユ
ー
ザ
ー
側

の
変
化
も
あ
る
。
ネ
ッ
ト
互
助
事
業
へ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
中

で
、
年
齢
規
制
が
な
く
、
保
険
料
も
割
安
の
恵
民
保
へ
の
乗
り
換
え

も
起
き
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
中
で
、
民
間

医
療
保
険
に
よ
る
保
障
の
確
保
が
拡
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

注〈
1
〉 

中
国
で
は
、
保
険
を
「
人
保
険
」（「
人
身
保
険
」
広
義
の
生
命

保
険
）、「
物
保
険
」
で
分
け
て
い
る
。
人
身
保
険
は
、
生
命
保
険

（
定
期
、
終
身
、
養
老
）、
健
康
保
険
（
医
療
、
疾
病
、
介
護
、
所
得

保
障
、
傷
害
保
険
）、
年
金
保
険
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
広
義

の
生
命
保
険
と
し
て
、
傷
害
保
険
を
除
い
た
健
康
保
険
の
保
険
料
収
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入
を
記
載
し
た
。
傷
害
保
険
が
健
康
保
険
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
二
〇
一
九
年
の
「
健
康
保
険
管
理
弁
法
」
に
よ
る
。

〈
2
〉 
通
称
と
し
て
「
恵
民
保
」
以
外
に
、「
普
恵
保
険
」、「
普
恵
性

補
充
医
療
保
険
」
な
ど
が
あ
る
。
監
督
当
局
で
あ
る
中
国
銀
行
保
険

監
督
管
理
委
員
会
は
こ
の
よ
う
な
保
険
を
監
督
管
理
上
、「
城
市
定

制
型
商
業
保
険
」（
市
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
た
民
間
保
険
）
と
定
め

て
い
る
。

〈
3
〉 

二
〇
一
九
年
、
中
国
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
の
平
均
入
院
費
は

前
年
比
六
・
〇
％
増
の
九
八
四
八
元
、
一
回
あ
た
り
の
平
均
通
院
費

は
前
年
比
六
・
一
％
増
の
二
九
一
元
と
な
っ
て
い
る
。
出
典
は
「
二

〇
一
九
年
我
国
衛
生
健
康
事
業
発
展
統
計
公
報
」（
二
〇
二
〇
年
六

月
）。

〈
4
〉 

ネ
ッ
ト
互
助
プ
ラ
ン
は
中
国
語
で
「
網
絡
互
助
計
画
」
と
さ
れ

て
い
る
。
保
険
市
場
の
主
務
官
庁
で
あ
る
中
国
銀
行
保
険
監
督
管
理

委
員
会
は
、
ネ
ッ
ト
互
助
プ
ラ
ン
を
保
険
商
品
と
し
て
は
認
め
て
い

な
い
（「
中
国
保
険
監
督
管
理
委
員
会
「
関
于
“
互
助
計
画
”
等
類

保
険
活
動
的
風
険
提
示
」
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
）。
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